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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年３月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２４年１２月１５日 ０４時１０分ごろ 

発生場所 和歌山県日
ひ

ノ
の

御
み

埼南南東方沖  

美浜町所在の紀伊日ノ御埼灯台から真方位１５２°８.２海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４５.７′ 東経１３５°０８.２′） 

事故調査の経過 平成２４年１２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所)ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ケミカルタンカー 愛和
あ い わ

丸、４９１トン 

 １４０７２１、大豊運輸株式会社（Ａ社） 

 ６４.８０ｍ×１０.２０ｍ×４.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,１７７kＷ、平成２０年２月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ５９歳 

五級海技士(機関) 

  免 許 年 月 日 昭和５０年７月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１１月５日 

  免状有効期間満了日 平成２８年７月３１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 消防兼雑用水ポンプのケーシング底部に破口、発電機のセルモーター

及び逆転減速機が濡損 

事故の経過 本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、三重県四日市市四日

市港を出港して山口県宇部市宇部港に向かい、和歌山県白浜町市江埼

西方沖を通過したのち、針路を約３１５°（真方位、以下同じ。）と

し、機関回転数毎分（rpm）を約２７０として約９.５ノットの対地速

力で自動操舵により日ノ御埼西方沖に向けて航行した。 

機関長は、平成２４年１２月１５日００時００分ごろ機関当直に就

き、機関室の見回りを行って異状がないことを確認したのち、海上が

時化
し け

ており、船体が横揺れしていたので、機関室から出て食堂で待機

した。 

機関長は、０３時００分ごろ機関室の見回りを行い、排気温度、冷
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却海水温度、ビルジの状況などに異状がないことを確認し、朝食準備

の担当になっていたので、食堂で朝食の準備を始めた。 

本船は、０４時１０分ごろ紀伊日ノ御埼灯台から１５２°８.２Ｍ

付近を北西進中、機関長が、朝食の準備を終え、見回りのために食堂

から機関室に向かっていたとき、機関の警報が作動したので、機関室

入口の扉を開けたところ、電源を喪失（ブラックアウト）して機関室

内の照明が消えた。 

機関長は、機関室の階段付近に常備していた懐中電灯で機関室内を

照らして確認したところ、主機関の船首側にあるホイールの回転によ

って海水が跳ね上げられていたので、主機関などを停止したのち、キ

ングストンバルブを閉鎖したことで浸水量の増加が止まったものの、

浸水した原因が分からなかった。 

一等航海士は、０３時４５分ごろ船橋当直に就き、徳島県鳴門海峡

に向けて北西進中、右舷側の窓越しに白い水蒸気が見え、間もなく機

関遠隔操縦盤の警報が作動したので、直ちに機関を中立にし、船橋を

離れて船長と共に機関室に入ったところ、機関室の２階部分まで海水

が跳ね上げられており、機関室に浸水していることを知った。 

船長は、機関長から、浸水が止まったものの、浸水箇所及び浸水原

因が不明であり、主機関などを使用することができない旨の報告を受

けたので、乗組員に救命胴衣を着用させ、０４時５０分ごろ海上保安

庁に１１８番通報して救助を要請した。 

本船は、強い南東風と波浪によって北西方に圧流されたが、０６時

５０分ごろ巡視艇が、０７時１０分ごろＡ社が手配したタグボートが

それぞれ到着し、０７時２５分ごろ、紀伊日ノ御埼灯台から３１０°

３.５Ｍ付近において、巡視艇による伴走警戒のもと、タグボートに

よるえい
．．

航が開始され、１０時１５分ごろ和歌山県和歌山下津港に入

港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約１０～１５m/s、視界 良 

好 

海象：波浪 南東、波高 約２～３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期  

 その他の事項 機関長は、Ａ社のケミカルタンカーに約１５年間乗船しており、平

成２４年１１月２２日から本船に乗船していた。 

本船では、機関当直を００－０６時が機関長及び０６－１２時が一

等機関士の単独６時間の２直制を採っており、機関当直者は、当直交

替時及び２～３時間に１度機関室を見回ることにしていた。 

本船は、造船所において浸水原因の調査を行い、本事故発生当時に

使用していた消防兼雑用水ポンプを始動したところ、同ポンプのイン

ペラ（羽根車）が入ったケーシング（鋳造
ちゅうぞう

）底部から海水が噴き出

し、同所に破口が生じていることが判明した。 

消防兼雑用水ポンプは、平成１９年１０月に製造され、容量３０／
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８０㎥/h、出力１５kＷ、揚程５０／１８ｍ及び回転速度３,５００

rpm の電動機一体型渦巻式ポンプであり、本船の新造時に機関室左舷

側の２階部分に設置されていた。 

機関長は、前任の機関長から、通常使用する冷却海水ポンプの能力

が低下したので、予備として消防兼雑用水ポンプを使用している旨の

引継ぎを受け、本事故当時まで引き続き消防兼雑用水ポンプを使用し

ていたが、同ポンプからの水漏れなどの異状は、確認できなかった。 

消防兼雑用水ポンプのケーシングは、ケーシング内部が腐食して底

部に長さ約２０mm 及び最大幅約５mm の破口が生じており、ケーシン

グ外部の同破口付近に錆が広範囲に付着していた。 

機関室には、機関台底面から約１０cmまで海水が溜まっていた。 

本船は、平成２０年３月２７日に第１回定期検査を、平成２３年６

月６日に第１種中間検査をそれぞれ受検しており、平成２５年２月に

第２回定期検査を受験する予定であり、Ａ社では、第２回定期検査時

に消防兼雑用水ポンプの開放整備を行うことにしていた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、日ノ御埼沖を北西進中、消防兼雑用水ポンプのケーシング

底部の腐食が進行し、海水の圧力によってケーシング底部の腐食部に

破口が生じたことから、同破口から海水が噴き出して機関室に浸水し

たものと考えられる。 

機関長は、機関当直中の機関室の見回り間隔を短くしておれば、本

事故の発生を早期に知ることができ、被害を軽減することができた可

能性があると考えられる。 

原因 

  

本事故は、夜間、本船が、日ノ御埼沖を北西進中、消防兼雑用水ポ

ンプのケーシング底部の腐食が進行し、海水の圧力によってケーシン

グ底部の腐食部に破口が生じたため、同破口から海水が噴き出して機

関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関当直者は、機関室の定期見回りの間隔を短くし、異状の早期

発見に努めること。 

・機器に錆の付着を認めた場合は、発錆の原因を調査するととも

に、漏水の有無を確認すること。 

 




